
原子力施設等におけるトピックス 

（令和 5 年 1 月 9 日～令和 5 年 1 月 15 日） 

令 和 5 年 1 月 18 日 

原 子 力 規 制 庁 

〇令和 5 年 1 月 9 日～1 月 15 日の間に発生した以下の法令報告事象に該当する事案は、下表のとおり。 

 原子炉等規制法第６２条の３又は放射性同位元素等規制法第３１条の２に基づく報告事案（発生に係る報告に限る） 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

   該当なし  

 

〇主要な原子力事業者（＊）の原子力事業所内で令和 5 年 1 月 9 日～1 月 15 日の間に発生した以下に該当する事案は、下表のとおり。 

 保安規定に定める運転上の制限(LCO)から逸脱した事案 

 原子炉等規制法第６２条の３に基づく報告事項に該当しないが安全確保に関係する事案で、事業者がプレス公表したもの 

＊････原子力発電所を所有する電気事業者、日本原子力研究開発機構及び日本原燃㈱ 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

   該当なし  

 

＜参考＞ 海外の原子力施設におけるトピックス 

該当なし 

 

＜その他＞ 

東北電力女川原子力発電所構内における死亡事故の発生について 

 

（別紙）東北電力からの公表資料 
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２０２３年１月１１日 

                                           東北電力株式会 社 

 

女川原子力発電所構内における死亡事故の発生について 

 

 

昨日１６時４５分頃、女川原子力発電所構内において、工事車両（ダンプ車両）が  

協力会社従業員１名と接触する重傷事故が発生いたしました。 

 

このため、速やかに救急車を要請し、１７時２７分に発電所から石巻市内の医療機関

に搬送いたしました。 

（２０２３年１月１０日お知らせ済み） 

 

その後、協力会社従業員の死亡が確認されました。 

 

お亡くなりになられた方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

 

地域の皆さま、関係の皆さまにご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。 

  

当社といたしましては、今後、このような事故を発生させないよう、再発防止に努めて

まいります。 

 

以 上 

 

 

お 知 ら せ 

（事業者公表資料）2


